
《科学的介護情報システム（LIFE）について》 
1．LIFE とは

LIFE（ライフ）とは、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）の略で、従前から厚生労働省で運用する VISIT（平成 28 年度開始の通所・訪問リハ

ビリテーションデータ収集システム）及びCHASE（令和２年５月開始の高齢者の状態やケアの内

容等データ収集システム）について、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、一体的な運用を行

うためのシステムの名称です。LIFEによる一体的な運用は令和３年４月１日から開始されます。 

２．令和３年度介護報酬改定との関連 

令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する

質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバ

ックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組の推進が盛り込まれています。 

また、科学的介護推進体制加算を始めとし、LIFE の活用等が要件に含まれる加算が多数設けら

れています。詳細な要件等については、今後、通知・事務連絡等が発出されることとなっています。 

３．LIFE の活用等について 

 上記の取組を行うには LIFE の利用が不可欠です。令和３年２月１９日付で厚生労働省より、事

務連絡（「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について）が発出されています。利用申請の

他、データの提出方法とその期限、質問に関するヘルプデスクの連絡先が示されています。参考と

して以下に事務連絡の概要を記載しますが、詳細については次ページ以降に掲載する事務連絡（前

出の改定資料との重複分は省略）の内容を必ずご確認ください（市ウェブサイトでは【ページ

ID1039479】に LIFE関連情報を掲載しています。「令和3年度介護報酬改定について」【ページ

ID 1038967】と併せて今後発出される最新の事務連絡等についても随時ご確認ください）。 

《申請等について》 

・専用のウェブサイトから利用申請を行い、ID・パスワードの発行を受けることが必要（利用申請

等の方法については事務連絡の別添３を参照） 

・CHASE（LIFE）の利用申請のURL 

https://chase.mhlw.go.jp（※ 令和３年４月以降は、https://life.mhlw.go.jp） 

・利用申請後、事業所にパスワード等が記載された圧着はがきが、簡易書留で送付される。通常、

毎月25日までの利用申請について、翌月の上旬にはがきを発送（※介護報酬改定の前後の利用

申請については、随時送付予定だが、令和３年４月前半に LIFE の利用を開始する場合は、令和

３年３月25 日までに利用申請を行う必要あり。具体的な内容は事務連絡その2に記載）。 

・令和３年３月までにCHASE又はVISIT のいずれかを利用している場合、４月以降引き続き ID・

パスワードを利用可能。CHASE 及び VISIT の両方を利用している場合は、４月以降 CHASE

の ID・パスワードを引き続き利用可能。 

《データの提出等について》 

・自由記載の箇所を除く項目についてデータ提出が必要となる見込み（事務連絡の別添４－１及び

【事務連絡の概要】
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４－２の様式案参照）。 

 ※データの提出は各加算の様式等における見直しの頻度等に応じたタイミングを予定（加算算定

できる月とは必ずしも一致しない） 

・データ提出については、①LIFE のサイトに直接データを入力し、様式作成とデータ提出を行う

方法と②様式作成のために介護ソフトに入力したデータを、LIFEへのCSV連携により提出の二

通り（事務連絡の別添５参照）。 

・データ提出は、サービス提供月の翌月の 10 日までに行う必要あり（予定）。そのデータの解析

結果等のフィードバックは、サービス提供月の翌月中に、LIFE のサイトを通じて実施予定（PDF 

形式でダウンロードする方式を予定）。介護事業所等においては、解析結果等のフィードバック

の活用による、PDCA サイクルとケアの質の向上を図る取組を行う。 

・排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算及び栄養マネジメント強化加算については、介護ソフト導

入等に時間を要する場合のデータ提出の期限等について、別途周知予定。 

《LIFE の機能全般に関する質問について》 

・質問は「CHASEヘルプデスク」にて受付。新規申請に係る質問のみ「利用申請ヘルプデスク」

にて電話で受け付け可能。 

【CHASE ヘルプデスク 連絡先】 

E-mail：chase@toshiba-sol.co.jp 

【利用申請ヘルプデスク 連絡先】 

電話番号：042-340-8819（平日10:00～16:00、4 月以降は別番号に変更予定） 

E-mail：chase@toshiba-sol.co.jp 

※市では LIFE の利用申請やデータの提出方法等に関する質問にお答えすることができませんので

ご承知おきください。 

４．その他

令和３年３月１０日時点で厚生労働省から発出されている主な事務連絡は下記のとおりです。 

・「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（令和３年２月１９日付事務連絡） 

・科学的介護情報システム（LIFE）と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について（令和

３年２月１９日付事務連絡） 

・「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（その２）（令和３年３月１０日付事務連

絡） 
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【参考】「科学的介護情報システム（LIFE）と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について」より
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【参考】実施主体は都道府県


